
 

東高技調第４１９号 
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平成２４年３月１３日 

（最終改正：令和７年３月２６日東高総調第１１６号、東高技管第８３号） 

 

 

契約情報公表要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成１２年法律

第１２７号）等の趣旨に基づき、東日本高速道路株式会社が行う入札及び契約手続きに関して

公表すべき内容、方法その他必要な事項を定めることにより、入札及び契約に係る透明性を確

保することを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要領における用語の定義は、「東日本高速道路株式会社契約事務処理要領」（平成２

３年２月２１日東高技調第５９６号）に定めるところによる。 

 

（公表の対象） 

第３条 公表の対象となる工事等及び物品等は、次の各号に定めるとおりとする。 

一 工事等（工事等の内容等を秘密にする必要がある工事等及び契約制限価格が２５０万円未

満の工事等を除く。以下同じ。） 

二 物品等（物品等の内容等を秘密にする必要がある物品等及び契約制限価格が２５０万円未

満の物品等を除く。以下同じ。） 

 

（公表対象とする情報並びにその内容、期間及び方法等） 

第４条 公表の対象とする情報は、入札及び契約手続きにかかる情報とし、公表する内容、期間

及び方法等は、別表第１から第４に定めるとおりとする。ただし、法令又は別に定めるところ

により、入札及び契約手続きにかかる情報の公表、開示、提供する場合は、この限りでない。 

２ 公表をホームページ掲載により行う場合には、第三者が容易に加工することができず、かつ、

閲覧可能な形式に変換して掲載しなければならない。 

  ただし、別表にて検索可能な形式で公表する旨を明記している場合はこの限りでない。 

 

 

附則（平成２４年３月１３日東高技調第４１９号、東高技管第５９号） 

１ 本要領は、平成２４年７月１日から施行し、施行日において現に公表中の契約情報にも適

用する。 

２ 「工事等契約情報公表要領」（平成１８年１月３１日東高契第１３３号、東高建技第９号）

は、本要領の施行をもって廃止する。 

 



 

附則（平成２４年６月２２日東高技調第９１号） 

１ この要領は、平成２４年７月１日から施行する。 

２ 契約情報公表要領（平成２４年３月１３日東高技調第４１９号・東高技管第５９号）の一

部を別添「契約情報公表要領新旧対照表」のとおり改める。 

 

附則（平成２６年１２月３日東高総調第３０５号、東高建管第４５号） 

 １ この要領は、平成２６年１２月３日から施行する。 

 

附則（平成２８年２月１０日東高総調第３０１号、東高建管第７５号） 

 １ この要領は、平成２８年２月１０日から施行する。 

 

附則（平成３１年３月２０日東高総調第５１１号、東高建管第１００号） 

 １ この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ この要領の別表第３及び第４に定める契約情報のうち、施行日において現に紙閲覧により

公表中の契約情報（以下「紙閲覧契約情報」という。）については、閲覧所で閲覧に付す方法

に代え、閲覧希望者がいた場合に該当する契約情報を開示する方法により公表するものとす

る。 

 

附則（令和４年３月３０日東高総調第５９９号、東高技管第７５号） 

 １ この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 ２ この要領の施行日をもって、「工事等における中長期的な発注見通しの公表及び発注見通

し公表の対象拡大について」（令和 2 年 12 月 24 日東高総調第 361 号、東高技管第 52 号）を

廃止する。 

 

附則（令和５年３月３１日東高総調第Ｅ１１３号、東高技管第Ｅ３５号） 

 １ この要領は、令和５年５月１日から施行する。 

 

附則（令和６年３月２７日東高総調第２２７号、東高技管第１３８号） 

 １ この要領は、令和６年４月１日以降に公表する契約情報に適用する。 

 

附則（令和７年３月２６日東高総調第１１６号、東高技管第８３号） 

 １ この要領は、令和７年４月１日以降に公表する契約情報に適用する。 

 ２ この要領の施行日をもって、「スライド条項に基づく変更契約における変更理由の記載方

法について（通達）」（令和 6 年 9月 30 日東高総調第 66 号東高技管第 44号）を廃止する。 



【別表第１】通則的事項に関する公表

ホームページ掲載 官報掲載

1

契約規程
（平成17年10月1日規程第9号） ○

2

物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程
（平成17年10月1日規程第33号。以下「特例規程」という。） ○

3

契約規程実施細則
（平成17年10月1日細則第16号） ○

4
契約事務処理要領
（平成23年2月21日東高技調第596号。以下「契約要領」と

○

5
契約情報公表要領
（平成24年3月13日東高技調第419号、東高技管第59号） ○

6

工事等の競争参加資格審査事務処理要領（以下「資格審
査事務処理要領」という。）

○

契約規程第５条及び契約規程実施細則第４条
に定める競争参加資格について、資格に関す
る要件、資格の申請及び審査の方法並びに資
格認定の取消または保留にかかる基準につい
て定めた要領をいう。

7

競争参加者の資格に関する公示 資格審査事務処理要
領別添１（競争参加者
の資格に関する公示） ○ ○

特例規程第４条第２項及び資格審査事務処理
要領の規定に基づき、ＨＰ公表とともに官報に
掲載する。

8

競争参加資格有資格者名簿

○

資格審査事務処理要領に規定する競争参加
資格有資格者名簿をいう。

9

競争参加資格停止等事務処理要領
（平成18年8月7日東高契第269号。以下「資格停止要領」と
いう。）

○

10

競争参加資格停止措置の概要 資格停止要領様式第
６号（競争参加資格停
止措置について）

○

資格停止要領第１条第１項の規定に基づき講
じた競争参加資格停止措置の概要をいう。

11

工事における低入札価格調査について（要領）
（平成25年5月21日東高総調第41号、東高建管第8号。以
下「工事低入札要領」という。）

○

12

調査等における低入札価格調査について(要領）
（平成24年6月22日東高技調第99号。以下「調査等低入札
要領」という。）

○

13

工事請負契約における設計変更ガイドライン

○

公表方法

終了

制定後遅滞なく。（既に定めている場
合は本要領施行の日以降遅滞なく）。
変更した場合は変更後遅滞なく。

常時公表。

備考No
公表期間

資格停止措置を講じた日の属する年
度の翌々年度の3月31日。

当該資格の有効期間の末日。

常時公表。

常時公表。制定又は作成後遅滞なく。（既に定め
ている場合は、本要領施行の日以降
遅滞なく）。変更した場合は変更後遅
滞なく。

様式

当該措置を行った後遅滞なく。

開始
公表資料



【別表第１】通則的事項に関する公表

ホームページ掲載 官報掲載

公表方法

終了
備考No

公表期間
様式

開始
公表資料

14

工事関係書類提出マニュアル

○

15

請負工事における適正な工期設定ガイドライン

○

16

工程作成の手引き

○

17

調査等請負契約における設計変更ガイドライン

○

18

設計照査の手引き

○

19

契約の履行に関する監督及び検査要領
（平成25年3月29日東高総調第89号、東高建管第13号）

○

20

遠隔立会実施要領

○

21

請負工事成績評定要領
（平成26年6月12日東高建管第7号。以下「工事成績要領」
という。） ○

22

調査等成績評定要領
（平成27年3月25日東高建管第70号。以下「調査等成績要
領」という。） ○

23

単価ファイル

○

24

土木工事設計材料単価表

○

25

工事請負契約に定める単品スライド条項運用要領

○



【別表第１】通則的事項に関する公表

ホームページ掲載 官報掲載

公表方法

終了
備考No

公表期間
様式

開始
公表資料

26
工事現場における施工体制点検要領
（平成22年3月10日東高技管第54号） ○

27

入札・契約の過程にかかる苦情処理要領
（令和6年3月27日東高総調第235号。以下「苦情処理要領」
という。）

○

28
談合情報等対応マニュアル
（平成21年8月26日東高技調第257号） ○

29
入札監視委員会の設置に関する規程
（平成17年10月1日規程第34号） ○

30
入札監視委員会運営要領
（平成24年3月27日東高総業第195号） ○

31

入札監視委員会の委員の氏名、職業等、審議の概要及び
その他必要な資料

入札監視委員会運営
要領別記様式１－１
（議事概要）

○

審議の概要とは、入札監視委員会の設置に関
する規程に規定する議事概要をいう。

32

工事共通仕様書

○

33

調査等共通仕様書

○

34

用地関係調査仕様書

○

35

用地関係調査等業務費積算基準

○

36

維持補修用機械購入共通仕様書

○

37

維持補修用機械等定期点検及び整備共通仕様書

○

公表日の属する年度の翌年度の3月
31日。

①委員の氏名及び職業等
年度当初の委員会開催後遅滞なく。
委員の変更のあった場合には、その
直近の委員会の開催後遅滞なく。
②審議の概要及びその他必要な資
料
当該審議を行った委員会開催後遅滞
なく。
制定後遅滞なく。（既に定めている場
合は本要領施行の日以降遅滞なく）。
変更した場合は変更後遅滞なく。

常時公表。

制定後遅滞なく。（既に定めている場
合は本要領施行の日以降遅滞なく）。
変更した場合は変更後遅滞なく。

常時公表。



【別表第１】通則的事項に関する公表

ホームページ掲載 官報掲載

公表方法

終了
備考No

公表期間
様式

開始
公表資料

38

東日本高速道路株式会社測量作業規程

○

39

CAD による図面作成要領

○

40

工事円滑化ガイドライン

○



【別表第２－１】発注の見通しの公表（工事等）

ホームページ掲載 官報掲載

1

発注見通し

○

毎年度、7・10・1月の1日以後遅滞なく、公
表時点から向こう1ヵ年分の発注見通しに
関する事項を見直すものとする。

発注見通しの公表対象となる工事等は、本
要領第３条の定めにかかわらず、以下のと
おりとする。
①　工事（工事の内容等を秘密にする必要
がある工事及び契約制限価格が２５０万円
未満と見込まれる工事を除く。）
②　調査等（調査等の内容等を秘密にする
必要がある調査等及び契約制限価格が２５
０万円未満と見込まれる調査等を除く。ただ

し、施工管理業務※１は、全ての競争契約案
件を公表対象とする。）

公表にあたっては、検索可能な形式にて公
表することとする。

2

中長期的な発注見通し（工事・調査等）

○

中長期的な発注見通しの公表対象となる
工事等は、本要領第３条の定めにかかわら
ず、以下のとおりとする。
「東日本高速道路株式会社契約事務処理
要領」（平成23年2月21日東高技調第596
号）に定める工事等で独立行政法人日本
高速道路保有・債務返済機構と協定に基
づき行う新設・改築に係る事業及び修繕に
係る工事、特定更新等工事（維持・修繕に
係る工事を除く）に係る事業を対象とする。

公表にあたっては、検索可能な形式にて公
表することとする。

開始 終了

公表時点から向こう1ヵ年分につい
て、4月1日以後遅滞なく。
公表した内容を見直した場合にあっ
ては、見直し後遅滞なく。

公表した日の属する年度の翌年度の
3月31日まで。

備考

当該年度を除き、その翌年度から向
こう3ヵ年度分を4月1日以後遅滞な
く。

公表した年度の3月31日まで。

No 公表資料 様式
公表期間 公表方法



【別表第２－１】発注の見通しの公表（工事等）

ホームページ掲載 官報掲載開始 終了
備考No 公表資料 様式

公表期間 公表方法

3

中長期的な発注見通し（施工管理業務）

○

中長期的な発注見通しの公表対象となる
工事等は、本要領第３条の定めにかかわら
ず、以下のとおりとする。
「東日本高速道路株式会社契約事務処理
要領」（平成23年2月21日東高技調第596

号）に定める施工管理業務※１で独立行政
法人日本高速道路保有・債務返済機構と
協定に基づき行う新設・改築に係る事業及
び修繕に係る工事、特定更新等工事（維
持・修繕に係る工事を除く）に係る事業を対
象とする。

公表にあたっては、検索可能な形式にて公
表することとする。

【別表第２－２】調達計画の公示（物品等）

ホームページ掲載 官報掲載

1
調達計画の公示

○
契約要領第１６５条第１項各号に該当する
案件のみ官報に公示すること。

2

特定調達予定 契約要領様式２４
（特定調達予定案
件一覧）

○※

※　契約制限価格が１０万ＳＤＲ以上である場合のみ対象となる。（邦貨換算額は当該時点で適用されるものを確認すること）

備考
開始 終了

当該年度分について、4月1日以後
遅滞なく。

当該年度の3月31日まで。

当該年度分について、4月1日以後
遅滞なく。
特定調達予定案件が追加となること
が明らかになった場合は、追加が明
らかになった後遅滞なく。

No 公表資料 様式
公表期間 公表方法

※１　「施工管理業務」とは、「施工管理業務実施要領」に定める「施工管理業務」をいう。

公表した日の属する年度から向こう
4ヵ年度分を1月1日以後遅滞なく。

公表した日の属する年度の翌年度
12月31日まで。



一
般

指
名

指
併

随
意

開始 終了※２ ホームページ
掲載

官報掲載

1

入札公告、入札説明書
（契約図書を含む）

○ ○ 契約責任者が定める 入札公告時 ○ ○※３

競争参加資格とは、契約要領第１２条第
１項又は第２８条第１項の定めに基づ
き、契約責任者が個別の契約ごとに定
める競争参加資格をいう。
条件付一般競争入札（指名併用型）にお
ける指名基準とは、契約要領第４４条第
１項又は第４５条第１項の定めに基づ
き、契約責任者が個別の契約ごとに定
める指名基準をいう。

2
指名競争入札の公表

○ 契約責任者が定める
指名通知後

遅滞なく
○

3
競争参加資格確認結果表

○ ○
契約要領様式７６（競争参加資
格確認結果表）

○

指名理由書
○

契約要領様式７９（指名理由
書）

○

入札状況調書
（変更）見積状況調書

○ ○ ○ ○
契約要領様式３４～３６（入札
状況調書）

○

公表資料 備考

①成績評定通知を
行った工事に係る公
表情報…成績評定通
知書を公表した日の
属する年度の翌年度

の３月３１日
②不落札または不成
立となった工事に係
る公表情報…不落札
または不成立となっ
た旨を公表した日の
属する年度の翌年度

の３月３１日
③上記以外の工事に
係る公表情報…履行
期間の末日の属する
年度の翌年度の３月

【別表第３－１】個別工事に関する公表

契約方式 公表期間 公表方法

様式※１No

　契約方式欄の略称…一般：（条件付）一般競争入札、指名：指名競争入札、指併：条件付一般競争入札（指名併用型）、随意：随意契約



一
般

指
名

指
併

随
意

開始 終了※２ ホームページ
掲載

官報掲載
公表資料 備考

【別表第３－１】個別工事に関する公表

契約方式 公表期間 公表方法

様式※１No

　契約方式欄の略称…一般：（条件付）一般競争入札、指名：指名競争入札、指併：条件付一般競争入札（指名併用型）、随意：随意契約

技術評価点内訳書

○ ○ ○
契約要領様式３７（技術評価点
内訳書）

○

総合評価落札方式又はプロポーザル方
式を適用した場合のみ

交渉概要書
（技術提案の審査、交渉及
び改善に係る過程の概要）

○ ○ ○ ○

総合評価落札方式を適用した場合のみ

5
積算内訳書

○ ○ ○ ○ ○

6

低入札価格調査の実施概要

○ ○ ○
工事低入札要領別記様式２
（低入札価格調査の実施概
要）

○

7

契約状況表

○ ○ ○
契約要領様式８０－１（契約状
況表）

○

随意契約結果書

○
契約要領様式８１（随意契約結
果書）

○

4

年度 年度 月
３１日

契約締結後
遅滞なく



一
般

指
名

指
併

随
意

開始 終了※２ ホームページ
掲載

官報掲載
公表資料 備考

【別表第３－１】個別工事に関する公表

契約方式 公表期間 公表方法

様式※１No

　契約方式欄の略称…一般：（条件付）一般競争入札、指名：指名競争入札、指併：条件付一般競争入札（指名併用型）、随意：随意契約

8

落札者等の公示
○
※４

○
※４ ○

遅くとも、落札者決定の日（随意契約の
相手方決定の日）の翌日から４０日以内
に官報に掲載すること。

9
契約変更状況表

○ ○ ○ ○
契約要領様式８２（契約変更状
況表）

変更契約締結後
遅滞なく

○

10

成績評定通知書

○ ○ ○ ○
工事成績要領別記様式６（工
事成績評定通知書）

成績評定点通知後
遅滞なく

○

11

苦情申立書及びこれに対す
る回答書（再苦情処理を含
む）

○ ○ ○ ○

≪入札・契約手続き関係≫
苦情処理要領様式１（回答
書）、様式２（却下書）、様式３
（再苦情回答書）、様式４（再苦
情却下書）
資格停止要領様式第７号（回
答書）、第８号（却下書）、第９
号（再苦情申立書）、第１０号
（再苦情回答書）、第１１号（再
苦情却下書）
≪成績評定関係≫
工事成績要領別記様式７（説
明請求書）、様式８（回答書）、
様式９（再説明請求書）、様式
１０（再回答書）

回答書面の発信後
遅滞なく

○

公表することにより、入札手続きにおけ
る公正性、透明性、競争性の確保に支
障をきたす恐れがあると認められる場合
は、当該入札手続きの終了後遅滞なく
公表すること。

注意事項）
・入札不調（不成立、不落札）案件は、契約締結後遅滞なく公表する入札、契約情報（No.3～8）を公表してはならない。
・低入札価格調査実施中その他の理由により入札保留中の期間は、入札の執行中であることから、契約締結後遅滞なく公表することとされている入札・契約情報（No.3～8）を公表してはならない。

※１　公表の様式は、この表に規定する様式のほか、情報の公表等に関し別に定める内規等に規定する様式等又は電子調達契約管理システム（ＥＰＣ）その他のシステムにより作成される様式等（それぞれ必
※２　公表の終了時期は、原則として表記載の時期とするが、契約責任者が特に必要と認める場合には、公表期間が１年を下回らない限りにおいて、表記載の時期よりも前に公表を終了することができる。
※３　契約制限価格が１５００万ＳＤＲ以上である場合には、入札公告は、ホームページ掲載とともに、特例規程の定めに従い官報に掲載して公示すること。（邦貨換算額は当該時点で適用されるものを確認す
※４　契約制限価格が１５００万ＳＤＲ以上である場合のみ対象となる。（邦貨換算額は当該時点で適用されるものを確認すること）



一
般

指
名

指
併

公
競

公
プ

標
プ

随
意

開始 終了
※２ ホームページ

掲載
官報掲載

1 ○ ○ 契約責任者が定める 入札公告時 ○ ○※３

競争参加資格とは、契約要領第１２条第１
項又は第２８条第１項の定めに基づき、契
約責任者が個別の契約ごとに定める競争
参加資格をいう。
条件付一般競争入札（指名併用型）にお
ける指名基準とは、契約要領第４４条第１
項又は第４５条第１項の定めに基づき、契
約責任者が個別の契約ごとに定める指名
基準をいう。

○ ○ 契約責任者が定める 入札公告時 ○ ○※３

競争参加資格とは、契約要領第７３条第１
項又は第８８条第１項の定めに基づき、契
約責任者が個別の契約ごとに定める競争
参加資格をいう。

2
指名競争入札の公表

○ ○ 契約責任者が定める
指名通知後

遅滞なく
○

3

競争参加資格確認結果表

○ ○
契約要領様式７６（競争参加資
格確認結果表）

○

指名理由書

○ ○ 契約要領様式７９（指名理由書） ○

選定結果表
○ ○ 契約要領様式７７（選定結果表） ○

4
特定結果表

○ ○ 契約要領様式７８（特定結果表） ○

入札状況調書
（変更）見積状況調書

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
契約要領様式３４～３６（入札状
況調書）

○

公表方法

　契約方式欄の略称…一般：（条件付）一般競争入札入札、指名：指名競争入札、指併：条件付一般競争入札（指名併用型）、公競：（簡易）公募型競争入札、公プ：（簡易）公募型プロポーザル方式、標プ：標準プロポー
ザル方式、随意：随意契約

No 備考

入札公告、入札説明書
（契約図書を含む）

①成績評定通知を
行った調査等に係る
公表情報…成績評定
通知書を公表した日
の属する年度の翌年

度の３月３１日
②不落札または不成
立となった調査等に
係る公表情報…不落

札または不成立と
なったことを公表した
日の属する年度の翌

年度の３月３１日
③上記以外の調査等
に係る公表情報…履
行期間の末日の属す
る年度の翌年度の３

月３１日

【別表第３－２】個別調査等に関する公表

契約方式

公表資料 様式
※１

公表期間



一
般

指
名

指
併

公
競

公
プ

標
プ

随
意

開始 終了
※２ ホームページ

掲載
官報掲載

公表方法

　契約方式欄の略称…一般：（条件付）一般競争入札入札、指名：指名競争入札、指併：条件付一般競争入札（指名併用型）、公競：（簡易）公募型競争入札、公プ：（簡易）公募型プロポーザル方式、標プ：標準プロポー
ザル方式、随意：随意契約

No 備考

【別表第３－２】個別調査等に関する公表

契約方式

公表資料 様式
※１

公表期間

技術評価点内訳書

○ ○ ○ ○ ○ ○
契約要領様式３７（技術評価点
内訳書）

○

総合評価落札方式又はプロポーザル方式
を適用した場合のみ

6
積算内訳書

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7

低入札価格調査の実施概要

○ ○ ○ ○
調査等低入札要領別記様式２
（低入札価格調査の実施概要）

○

8

契約状況表

○ ○ ○ ○ ○ ○
契約要領様式８０－１（契約状況
表）

○

随意契約結果書

○
契約要領様式８１（随意契約結
果書）

○

9

落札者等の公示
○
※４

○
※４

○
※４

○
※４ ○

遅くとも、落札者決定の日（随意契約の相
手方決定の日）から４０日以内に官報に掲
載すること。

10
契約変更状況表

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
契約要領様式８２（契約変更状
況表）

変更契約締結後
遅滞なく

○

契約締結後
遅滞なく

5



一
般

指
名

指
併

公
競

公
プ

標
プ

随
意

開始 終了
※２ ホームページ

掲載
官報掲載

公表方法

　契約方式欄の略称…一般：（条件付）一般競争入札入札、指名：指名競争入札、指併：条件付一般競争入札（指名併用型）、公競：（簡易）公募型競争入札、公プ：（簡易）公募型プロポーザル方式、標プ：標準プロポー
ザル方式、随意：随意契約

No 備考

【別表第３－２】個別調査等に関する公表

契約方式

公表資料 様式
※１

公表期間

11

成績評定通知書

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
調査等成績要領別記様式第２号
（調査等成績評定通知書）

成績評定点通知後
遅滞なく

○

12

苦情申立書及びこれに対す
る回答書（再苦情処理を含
む）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

≪入札・契約手続き関係≫
苦情処理要領様式１（回答書）、
様式２（却下書）、様式３（再苦情
回答書）、様式４（再苦情却下
書）
資格停止要領様式第７号（回答
書）、第８号（却下書）、第９号（再
苦情申立書）、第１０号（再苦情
回答書）、第１１号（再苦情却下
書）
≪成績評定関係≫
調査等成績要領別記様式第３号
（説明請求書）、第４号（回答
書）、第５号（再説明請求書）、第
６号（再回答書）

回答書面の発信後
遅滞なく

○

公表することにより、入札手続きにおける
公正性、透明性、競争性の確保に支障を
きたす恐れがあると認められる場合は、当
該入札手続きの終了後遅滞なく公表する
こと。

注意事項）

※２　公表の終了時期は、原則として表記載の時期とするが、契約責任者が特に必要と認める場合には、表記載の時期よりも前に公表を終了することができる。
※３　契約制限価格が４５万ＳＤＲ以上である場合には、入札公告は、ホームページ掲載とともに、特例規程の定めに従い官報に掲載して公示すること。（邦貨換算額は当該時点で適用されるものを確認すること）
※４　契約制限価格が４５万ＳＤＲ以上である場合のみ対象となる。（邦貨換算額は当該時点で適用されるものを確認すること）

・低入札価格調査実施中その他の理由により入札保留中の期間は、入札の執行中であることから、契約締結後遅滞なく公表することとされている入札、契約情報（No.3～9）を公表してはならない。
・入札不調（不成立、不落札）案件は、契約締結後遅滞なく公表する入札、契約情報（No.3～9）を公表してはならない。

※１　公表の様式は、この表に規定する様式のほか、情報の公表等に関し別に定める内規等に規定する様式等又は電子調達契約管理システム（ＥＰＣ）その他のシステムにより作成される様式等（それぞれ必要な情報が全



一般 随意 開始 終了
※２ ホームページ

掲載
官報掲載

1

資料提供招請に関する公示

○
※３

年度開始または年度
開始前の可能な限り
早い時期

○ ○

契約要領第１５８条第１項及び第３項の規定によ
り、資料提供招請を要する場合のみ官報に公示
するとともにホームページに掲載すること。

2

意見招請に関する公示

○
※４

契約要領第１５８条第
１項②に定める電気
通信機器及びサービ
ス…入札公告予定日
の少なくとも６０日以
上前
上記以外…入札公告
予定日の少なくとも３
０日以上前

○ ○

契約要領第１６１条第１項の規定により、意見招
請を要する場合のみ、官報に公示するとともに
ホームページに掲載すること。

3

入札公告、入札説明書
（契約図書を含む）

○ 契約責任者が定める 入札公告時 ○ ○
※６

競争参加資格とは、契約要領第１６９条第１項又
は第２００条第１項の定めに基づき、契約責任者
が個別の契約ごとに定める競争参加資格をい
う。

4

随意契約に関する公示

○
※５

契約要領第１５８条第
１項②に定める電気
通信機器及びサービ
ス…契約予定日の少
なくとも４０日以上前
上記以外…契約予定
日の少なくとも２０日
以上前

○

5

契約状況表

○
契約要領様式８０－２
（契約状況表）

○

6

落札者等の公示

○
※５

○
※５ ○

遅くとも、落札者決定の日（随意契約の相手方決
定の日）から４０日以内に官報に掲載すること。

契約締結後
遅滞なく

①不落札または不
成立となった物品
等に係る公表情報
…不落札または不
成立となったことを
公表した日の属す

る月の３ヶ月後の末
日

②上記以外の物品
等に係る公表情報
…契約状況表公表
日の属する月の３ヶ

月後の末日

　契約方式欄の略称…一般：一般競争入札、随意：随意契約

【別表第３－３】個別物品等に関する公表

公表資料

契約方式

様式
※１

公表期間 公表方法

No 備考



一般 随意 開始 終了
※２ ホームページ

掲載
官報掲載

　契約方式欄の略称…一般：一般競争入札、随意：随意契約

【別表第３－３】個別物品等に関する公表

公表資料

契約方式

様式
※１

公表期間 公表方法

No 備考

7

苦情申立書及びこれに対す
る回答書（再苦情処理を含
む）

○ ○

≪入札・契約手続き
関係≫
苦情処理要領様式１
（回答書）、様式２（却
下書）、様式３（再苦
情回答書）、様式４
（再苦情却下書）
資格停止要領様式第
７号（回答書）、第８号
（却下書）、第９号（再
苦情申立書）、第１０
号（再苦情回答書）、
第１１号（再苦情却下
書）

回答書面の発信後
遅滞なく

○

公表することにより、入札手続きにおける公正
性、透明性、競争性の確保に支障をきたす恐れ
があると認められる場合は、当該入札手続きの
終了後遅滞なく公表すること。

注意事項）

※６　契約制限価格が１０万ＳＤＲ以上である場合には、入札公告は、ホームページ掲載とともに、特例規程の定めに従い官報に掲載して公示すること。（邦貨換算額は当該時点で適用されるものを確認するこ
※７　「紙閲覧」は、閲覧所で閲覧に付すことをいい、必ずしも紙面によることを要しない。

・入札不調（不成立、不落札）案件は、契約締結後遅滞なく公表する入札、契約情報（No.5,6）を公表してはならない。
・入札保留中の期間は、入札の執行中であることから、契約締結後遅滞なく公表することとされている入札、契約情報（No.5,6）を公表してはならない。

※１　公表の様式は、この表に規定する様式のほか、情報の公表等に関し別に定める内規等に規定する様式等又は電子調達契約管理システム（ＥＰＣ）その他のシステムにより作成される様式等（それぞれ
必要な情報が全て掲載されているものに限る。）を使用することができる。
※２　公表の終了時期は、原則として表記載の時期とするが、契約責任者が特に必要と認める場合には、表記載の時期よりも前に公表を終了することができる。
※３　契約要領第１５８条第１項に定める市場調査のための資料等の提供招請を行う場合のみ対象となる。
※４　契約要領第１６１条第１項に定める調達を円滑に行うための調達前の意見招請を行う場合のみ対象となる。
※５　契約制限価格が１０万ＳＤＲ以上である場合のみ対象となる。（邦貨換算額は当該時点で適用されるものを確認すること）



公表方法

ホームページ掲載 官報掲載

1
工事契約統計資料

○

2

主要工事種別月別平均落札率

○

【別表第４】談合等不正行為防止のための公表

No 公表資料 様式
公表期間

開始 終了

とりまとめの対象となる年度の翌年
度の6月30日を目途に。

公表した日の属する年度の翌々年度
の３月３１日

とりまとめの対象となる月の翌月１日
を目途に。

備考


